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令和７年度自衛官等募集事務の除外申し出
市では、自衛隊法施行令第 120 条に基づく防
衛大臣からの資料提供依頼に応じて、自衛官、
自衛官候補生の募集事務に必要な募集対象者情
報を提供しています。自衛隊への情報提供を希
望しない人は、事前に申し出ることで、自衛隊
へ提供する情報から除外することができます。

市内に住民登録があり、令和 7 年度中
に 18 歳か 22 歳に到達する人
対象者

・除外申出書（窓口で入手できます）
・対象者本人の本人確認書類
・手続きする人の本人確認書類
※本人確認書類はマイナンバーカードなど

提出書類

3 月 31 日（月曜）受付期限

申・問 危機管理課　℡ 23-1175

第 60 回福祉しょっぷ Emi-Asu

パブリックコメントの結果

障がいについての理解促進を図るため、障がい福祉
サービス事業所などで作った製品を展示・販売します。
◆日時　３月 13 日（木曜）　10 時～ 13 時
※商品が売り切れ次第終了
◆場所　市役所本館１階　多目的スペース
◆展示・販売商品
クッキー、パン、ドレッシング、加工食品、季節の野
菜・果物、手工芸品、木工品など

の改定案について、意見を募集しましたが、意見はあ
りませんでした。
▼募集期間　12 月 20 日（金曜）～１月 23 日（木曜）
▼寄せられた意見　０件

・｢小林市水道事業経営戦略｣
・「小林市下水道事業経営戦略」

●問＝福祉課　℡23-0111

●問＝上下水道課　℡23-0321

まきばの桜まつり 2025
約１千本の桜並木を満喫しなが
ら、ステージイベントや屋台、
夜桜花火を楽しみませんか？

まきばの桜まつり実行委員会事務局 ℡ 23-1174
問い合わせ

３月 22 日㊏   11 時 30 分～ 20 時
開催日時

牧場演芸場会　場

第 14回のじりこぴあ桜まつり
桜の咲き誇る園内で、ステージイベントや特産品・グル
メの出店、抽選会が行われます。

のじりこぴあ野外ステージ前
会　場

３月 29 日㊏
９時～ 15 時 30 分
開催日時

℡ 44-3000
問い合わせ
のじりこぴあ

日程 時間 開庁する窓口
3 月 27 日（木曜）
～ 3月 28 日（金曜） 8時 30 分～ 19 時 市民課、こども課、

学校教育課、上下水道課
3月 29 日（土曜）
～ 3月 30 日（日曜） 8時 30 分～ 17 時 15 分

市民課、こども課、
上下水道課

3月 31 日（月曜）
～ 4月 3日（木曜） 8時 30 分～ 19 時 市民課、こども課、

学校教育課、上下水道課

３月末・４月初めの時間外窓口開庁日 ●問＝市民課　℡ 23-1112

引越しなどの多い３月末～４月
初めにかけて、休日や時間外に
臨時的に窓口業務を行います。

※小雨決行・荒天時は翌日に延期

1415 KOBAYASHI　 2025.3

自治会（区・組）は、地域の住民がお互
いを助け合うという心から生まれた地域
に最も身近な組織です。各地域にあるご
み集積所の維持管理や、地域の清掃活動、
子どもたちや高齢者の見守り活動、災害
時の助け合いなどの地域活動を通し、近
隣住民がいざというときに支え合うこと
を目的としています。
加入方法や区費・組費など分からないことがありまし
たら最寄りの区長・組長にご相談ください。
また、お住まいの区がどこか、区長がわからないなど、
ご不明な点につきまして
は、地方創生課までお問
い合わせください。
自治会（区・組）に加入し、
地域の支え合いに参加し
ませんか。 ▲区・組への加入

はコチラから
▲ｅコミマップは
コチラから

3 月～ 4 月は自治会加入促進月間です
●問＝地方創生課　℡23-1148
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８
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４
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７
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付
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国
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保
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児
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生

修
学
の
た
め
転
出
す
る
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合

在
学
中
で
既
に
特
例
制
度
を

利
用
し
て
い
る
場
合

幹
部
候
補
生
（
一
般
）

自
衛
隊
一
般
曹
候
補
生


